
二
○
世
紀
後
半
、
医
療
技
術
は
め
ざ
ま
し
い
革
新
を
遂
げ
、
生
命
科
学
も
進
歩
を
遂
げ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
世
界
で
経
験
の
な
い

超
高
齢
化
社
会
を
迎
え
、
医
療
費
の
増
大
や
家
族
形
態
の
変
化
な
ど
、
様
々
な
社
会
の
要
請
（
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
、
看
取
り

看
護
師
の
養
成
な
ど
）
に
応
え
る
た
め
、
看
護
職
の
あ
り
よ
う
は
急
速
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

看
護
職
に
は
、
国
家
資
格
で
あ
る
「
保
健
師
」
「
助
産
師
」
「
看
護
師
」
が
あ
り
、
「
看
謹
師
」
に
は
、
都
道
府
県
知
事
資
格
で
あ
る

「
准
看
護
師
」
も
存
在
し
て
い
る
。
「
准
看
護
師
」
は
、
医
師
ま
た
は
看
護
師
の
指
示
の
も
と
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
「
看
護
師
」
と
「
准
看
護
師
」
で
は
、
そ
の
資
格
も
責
務
も
異
な
っ
て
い
る
。

日
本
の
職
業
看
護
師
の
歴
史
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
設
立
し
た
有
志
共
立
東
京
病
院
看
護
婦
教
育
所
に
始
ま
り
、
約

一
三
○
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。
入
学
生
徒
六
名
で
始
ま
っ
た
看
護
婦
養
成
も
、
現
在
で
は
全
国
約
二
三
○
の
大
学
で
看
護
が
教
え

ら
れ
て
お
り
、
看
護
職
は
国
民
の
健
康
を
守
る
職
業
と
し
て
、
そ
の
教
育
水
準
は
大
学
教
育
が
一
般
的
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

日
本
の
看
護
職
の
発
展
の
歴
史
は
、
日
本
看
護
歴
史
学
会
が
「
日
本
の
看
護
一
二
○
年
」
（
日
本
看
護
協
会
出
版
会
、
二
○
○
八
年
）
、

改
訂
版
「
日
本
の
看
護
の
あ
ゆ
み
ｌ
歴
史
を
つ
く
る
あ
な
た
全
（
同
、
二
○
一
四
年
）
を
出
版
し
、
次
世
代
に
伝
え
る
作
業
を
重
ね

て
い
る
。
看
護
歴
史
の
リ
ー
ダ
ー
ら
も
、
資
格
制
度
の
変
遷
、
看
護
教
育
史
、
労
働
問
題
の
歴
史
を
含
め
、
歴
史
か
ら
の
学
び
を
研
究

（
書
評
）

山
下
麻
衣
『
看
護
婦
の
歴
史
寄
り
添
う
専
門
職
の
誕
生
』

鈴
木
紀
子
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本
書
の
筆
者
山
下
麻
衣
氏
は
、
日
本
経
済
史
の
専
門
教
育
を
受
け
た
研
究
者
で
あ
り
、
資
格
職
の
代
表
的
な
労
働
者
で
あ
る
看
護
師

を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
業
績
を
積
み
上
げ
て
き
た
。
今
回
、
吉
川
弘
文
館
か
ら
「
日
本
の
看
護
の
全
体
像
が
あ
ま
ね
く
多
く
の
方
々
に

わ
か
る
本
を
」
と
い
う
依
頼
に
応
え
る
形
で
上
梓
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
看
護
師
の
歴
史
を
、
経
済
学
者
の
視
点
で
分
析
し
た
点

二
期
を
戸

制
定
以
降
、

成
果
と
し
て
残
す
努
力
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
国
際
的
な
視
点
で
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
を
評
価
す
る
な
ど
、
看
護
職
以

外
の
研
究
者
に
よ
り
、
看
護
の
歴
史
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

職
業
看
護
師
の
歴
史
の
中
で
、
資
格
制
度
の
大
き
な
転
換
点
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
全
国
統
一
の

「
看
護
婦
規
則
」
（
内
務
省
令
第
九
号
）
制
定
と
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
（
法
二
○
三
号
）
制

定
で
あ
る
。
こ
の
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
命
じ

た
看
護
改
革
に
よ
っ
て
、
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
看
護
改
革
の
根
本
思
想
は
、
「
保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
の
業
務
を
総
合
し
た
も
の
が
、
真
の
看
護
で
あ
り
、
医

療
と
看
護
が
相
対
関
係
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
看
護
が
医
師
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
、
看

護
の
独
自
性
を
認
め
た
点
に
お
い
て
高
い
意
義
を
も
ち
、
当
時
の
看
護
婦
ら
は
「
看
護
の
夜
明
け
」
と
評
し
、
看
護
改
革
を
歓
迎
し

た
。
尚
、
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
は
、
二
○
○
二
（
平
成
一
四
）
年
三
月
一
日
に
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
と
名
称
変
更

看
護
教
育
史
・
看
護
制
度
史
分
野
で
は
、
資
格
制
度
の
制
定
に
よ
り
教
育
内
容
も
変
更
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
看
護
職
の
歴
史
を

三
つ
に
時
代
区
分
し
て
い
る
。
そ
の
区
分
は
、
第
一
期
が
「
看
護
婦
規
則
」
制
定
ま
で
の
時
代
（
一
八
八
四
年
～
一
九
一
五
年
）
、
第

二
期
を
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
制
定
ま
で
の
時
代
（
一
九
一
五
年
～
一
九
四
八
年
）
、
第
三
期
を
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」

さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
い
る
。
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山下麻衣 「看護婦の歴史寄り添う専門職の誕生」

に
、
本
書
の
特
徴
が
あ
る
。
山
下
氏
が
本
書
で
対
象
と
し
た
時
期
は
、
第
６
章
を
除
い
て
は
、
時
代
区
分
の
第
一
期
か
ら
第
二
期
で
あ

る
。
本
書
が
対
象
と
し
た
時
代
の
呼
称
は
「
看
護
婦
」
で
あ
り
、
評
者
も
時
代
に
倣
っ
た
呼
称
を
用
い
て
い
る
。

こ
の
第
一
期
か
ら
第
二
期
の
時
代
、
看
護
婦
の
社
会
的
評
価
は
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
山
下
氏
は
、
本
書
の
分
析
視

覚
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
亀
山
美
知
子
「
日
本
近
代
看
護
史
』
（
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
五
年
）
四
巻
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

亀
山
氏
は
一
九
八
○
（
昭
和
五
五
）
年
に
「
近
代
日
本
看
護
史
に
お
け
る
看
護
婦
の
社
会
的
地
位
・
評
価
に
関
す
る
研
究
」
の
連
載
を

雑
誌
「
看
護
」
に
一
四
編
発
表
し
て
い
る
（
日
本
看
護
協
会
出
版
会
、
一
九
八
○
年
五
月
～
一
九
八
一
年
六
月
）
。
そ
の
中
に
は
、
「
専

門
職
業
人
と
し
て
の
看
護
婦
の
待
遇
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
論
文
二
編
を
発
表
し
て
お
り
、
物
価
、
職
業
婦
人
の
賃
金
な
ど
、
数
値

を
用
い
て
看
護
婦
の
待
遇
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
亀
山
論
文
以
前
の
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
は
、
雑
誌
「
看
護
学
雑
誌
」
（
二
八
巻
一
三
号
、
一
八
’
二
三
頁
）
で

「
特
集
・
ナ
ー
ス
の
社
会
的
評
価
」
と
し
て
、
米
山
桂
三
「
看
護
婦
の
社
会
的
地
位
」
、
富
岡
次
郎
「
看
護
婦
の
歴
史
的
位
置
づ
け
」
も

発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
看
護
婦
の
業
務
内
容
や
労
働
実
態
が
激
務
で
あ
る
こ
と
や
、
看
護
婦
の
社
会
的
地
位

の
低
さ
の
背
景
に
は
、
学
歴
の
低
さ
や
、
女
性
が
不
当
な
労
働
を
社
会
に
訴
え
る
す
べ
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
時
代
に
お

け
る
女
性
観
と
と
も
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

山
下
氏
の
本
書
執
筆
の
主
た
る
目
標
は
、
日
本
に
お
い
て
看
護
婦
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、

「
女
性
が
多
く
就
く
労
働
者
」
と
し
て
の
日
本
の
看
護
婦
の
働
き
方
の
歴
史
を
描
き
出
す
こ
と
、
看
護
婦
の
待
遇
は
ど
の
よ
う
な
基
準

軸
で
誰
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
の
か
を
調
べ
、
看
護
婦
の
社
会
的
地
位
の
理
解
の
さ
れ
方
の
プ
ロ
セ
ス
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
、
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
「
看
護
婦
」
と
称
さ
れ
る
主
体
が
、
ど
の
よ
う
に
養
成
さ
れ
、
誰
を
看
護
し
、
ど
の
よ
う
な
場
で
働
い
て
き
た
の

か
に
関
す
る
歴
史
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
看
護
婦
が
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
、
い
か
な
る
待
遇
で
行
っ
て
い
た
の
か
を
描
き
出
す
こ
と
に
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主
眼
を
置
い
て
い
る
。

は
じ
め
に
ｌ
量
の
確
保
と
質
の
向
上
を
求
め
て

一
看
護
師
の
役
割
の
さ
ら
な
る
重
要
性

一
看
護

そ
の
よ
う
な
目
的
で
書
か
れ
た
本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

二
看
護

三
複
線

序
章
女
性

一
目
的

川
研

②
誰

二
日
本

仙
地

②
地

．
③
地

三
問
題

四
本
書

第
１
章
資

複
線

本
書

問
題

看
護誰地 研

的
ル
ー
ト
の
歴
史
的
背
景

女
性
が
多
く
就
く
労
働
者
と
し
て
の
看
護
婦
の
歴
史

の
構
成

資
格
職
と
し
て
の
看
護
婦

設
定

師
と
准
看
護
師

の
た
め
に
？

日
本
で
看
護
婦
は
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
き
た
か
？

位
の
低
さ

地
位
の
向
上

地
位
以
外

究
機
関
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山下麻衣 「看護婦の歴史寄り添う専門職の誕生」

第
二 －2 四

(2) (1) (4) (3) (2) (1) 章 (3) (2) (1) (2) (1)
多
様
な
資
格
取
得
方
法
と
「
質
」

戦
地
に
派
遣
さ
れ
た
看
護
婦

日
清
お
よ
び
日
露
戦
争
を
契
機
と
し
た
戦
時
救
護
の
制
度
整
備

日
本
赤
十
字
社
と
陸
軍

救
護
機
関
の
編
成
と
任
務

戦
時
救
護
の
概
況

内
務
省
令
「
看
護
婦
規
則
」
と
看
護
婦
会
取
締
規
則

内
務
省
令
「
看
護
婦
規
則
」
お
よ
び
看
護
婦
会
取
締
規
則

看
護
婦
会
取
締
規
則

先
駆
的
な
看
護
婦
養
成
所
の
設
立

内
務
省
令
「
看
護
婦
規
則
」
誕
生
へ

道
府
県
制
定
の
「
看
護
婦
規
則
」

道
府
県
制
定
の

日
露
戦
争
に
お
け
る
戦
時
救
護

看
護
婦
試
験

看
護
婦
の
待
遇

病
院
船

養
成
制
度

広
島
予
備
病
院
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第
二 －3五 四

(2) (1) (3) (2) (1) 章 (4) (3) (2) (1) (3) (2) (1)

日
本
赤
十
字
社
福
井
県
支
部
の
事
例

日
本
赤
十
字
社
大
分
県
支
部
の
事
例

日
本
赤
十
字
社
看
護
婦
の
戦
後
ｌ
補
償
獲
得
に
向
け
て

派
出
看
護
婦
会
で
働
く
看
護
婦

派
出
看
護
婦
会
の
誕
生
と
分
布
ｌ
東
京
府
を
事
例
と
し

派
出
看
護
婦
会
の
誕
生

派
出
看
護
婦
会
の
概
要

派
出
看
護
婦
会
の
分
布
ｌ
東
京
府
の
場
合

誰
が
な
ぜ
派
出
看
護
婦
を
需
要
し
た
か

「
お
金
持
ち
」
向
け
？

目
が
離
せ
な
い
病
気
だ
か
ら
？

看
護
婦
の
待
遇

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
時
救
護

「
質
」
か
ら
「
量
」
へ
ｌ
養
成
制
度
の
変
遷

質
」
か
ら
「
量
」
へ

第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
時
救
護

戦
時
救
護
の
概
況

救
護
班
の
活
動
状
況

海
外
派
遣
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山下麻衣 「看護婦の歴史寄り添う専門職の誕生」

第
四三 二－4五四

(4) (3) (2) (1) (2) (1) 章 (4) (3) (2) (1)
指
定
看
護
婦
養
成
所
の
存
在

病
院
で
働
く
看
護
婦
の
人
数

派
出
看
護
婦
の
待
遇
お
よ
び
会
の
経
営
に
関
す
る
見
方

派
出
看
護
婦
会
経
営
で
「
問
題
」
と
さ
れ
た
こ
と

社
会
の
「
暗
部
」
と
捉
え
ら
れ
た
看
護
婦
会

官
僚
か
ら
見
た
派
出
看
護
婦
会

派
出
看
護
婦
を
脅
か
し
た
派
出
婦

派
出
看
護
婦
会
お
よ
び
派
出
看
護
婦
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
存
在
か
？

山
形
県

病
院
で
働
い
て
い
た
看
護
婦
の
職
務
内
容

病
院
で
働
い
て
い
た
看
護
婦
の
待
遇

一
九
二
六
年
に
公
表
さ
れ
た
調
査

一
九
二
七
年
に
公
表
さ
れ
た
調
査

一
九
三
五
年
に
公
表
さ
れ
た
調
査

職
階
別
の
賃
金
水
準

東
京
府

病
院
で
働
く
看
護
婦

派
出
看
護
婦
の
収
入
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第 第
一6 三 二 一5

(3) (2) (1) 章 (4) (3) (2) (1) (3) (2) (1) (2) (1) 章

貧
困
な
患
者
の
た
め
に
働
く
看
護
婦

済
生
会
に
よ
る
巡
回
看
護
班
の
活
動

済
生
会
の
巡
回
看
護
婦
の
活
動

活
動
を
と
お
し
た
感
想

海
外
に
よ
り
近
か
っ
た
看
護
婦

聖
路
加
で
の
看
護
婦
養
成

聖
路
加
国
際
病
院
の
誕
生

聖
路
加
国
際
病
院
付
属
高
等
看
護
婦
学
校
か
ら
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
へ

日
本
赤
十
字
社
に
よ
る
社
会
看
護
婦
の
活
動

日
本
赤
十
字
社
の
平
時
事
業
と
し
て
の
公
衆
衛
生
活
動

公
衆
衛
生
の
知
識
を
伝
え
る
看
護
婦
の
養
成

「
山
手
健
康
地
区
協
会
事
業
報
告
」
に
見
る
社
会
看
護
婦
の
活
動

活
動
の
実
際

組
織
形
態
と
職
務

設
立
背
景

済
生
会
の
巡
回
看
護

具
体
的
な
活
動

興
健
女
子
専
門
学
校
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
構
成
で
書
か
れ
た
本
章
を
手
に
取
る
読
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
評
者
の
よ
う
に
看
護
師
で
あ
り
歴
史
研

究
に
携
わ
る
者
も
い
る
し
、
看
護
学
生
を
は
じ
め
、
看
護
職
に
身
を
置
く
人
、
全
く
看
護
職
に
関
係
の
な
い
研
究
者
、
と
い
う
よ
う
に

分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
看
護
職
以
外
の
方
々
に
、
本
書
を
読
む
前
の
基
礎
知
識
と
し
て
理
解
し
て
頂
き
た
い
こ
と
に
、
言
葉
の
定

側
東
京
看
護
教
育
模
範
学
院

二
朝
日
新
聞
社
会
事
業
団
公
衆
衛
生
訪
問
婦
協
会
の
設
立
と
保
良
せ
き

⑩
経
歴

②
主
任
と
し
て
の
活
躍

⑧
看
護
課
課
長
と
し
て

第
７
章
小
学
校
で
働
く
看
護
婦

一
調
査
に
見
る
学
校
看
護
婦
の
特
性

二
学
校
看
護
婦
の
養
成
状
況
と
待
遇

三
学
校
看
護
婦
の
主
張

仙
不
満
表
明

②
「
理
想
」
と
「
現
実
」

終
章
新
た
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
看
護
師

あ
と
が
き

索
引
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次
に
、
「
看
護
サ
ー
ビ
ス
」
の
定
義
で
あ
る
。
看
護
サ
ー
ビ
ス
と
は
「
主
に
市
場
ま
た
は
経
営
学
の
視
点
か
ら
捉
え
た
看
護
職
の
行

為
を
い
い
、
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
る
顧
客
（
患
者
や
そ
の
家
族
）
を
い
か
に
満
足
さ
せ
得
る
か
が
基
本
的
な
関
心
事
と
な
る
。
つ

ま
り
、
看
護
の
対
象
側
の
視
点
に
立
ち
、
看
護
の
対
象
者
が
主
体
に
な
っ
た
と
き
や
、
顧
客
満
足
に
焦
点
を
あ
て
た
と
き
に
用
い
ら
れ

る
看
護
や
看
護
ケ
ア
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
「
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
用
語
は
、
主
体
が
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
側
に
あ
る
際
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
看
護
業
務
が
看
護
の
提
供
者
を
主
体
と
し
た
管
理
的
、
方
法
論
的
な
意
味
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
看
護
業
務
と
看
護
サ
ー
ビ
ス
は
同
義
語
で
は
な
い
」
（
『
看
護
指
針
」
四
○
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

看
護
の
仕
事
は
、
死
と
直
面
す
る
場
も
多
く
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
非
常
に
厳
し
い
職
場
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
「
看

け
る
乳
幼
児
、
傷
病
者
、
高
齢
者
↑

れ
る
と
こ
ろ
に
則
り
、
免
許
交
付
全

指
針
」
三
二
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

看
護
職
の
職
能
団
体
で
あ
る
日
本
看
護
協
会
は
、
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
の
解
釈
を
は
じ
め
、
専
門
職
と
し
て
の
倫
理
綱
領

や
看
護
業
務
規
準
の
制
定
、
用
語
の
定
義
を
行
っ
て
い
る
。
専
門
職
で
あ
る
看
護
職
ひ
と
り
ひ
と
り
は
、
こ
れ
ら
を
守
り
、
定
め
ら
れ

た
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
様
に
、
看
護
の
あ
り
よ
う
は
広
が
り
を
見
せ
、
日
本
看
護
協
会
は
そ
の
広
が
り
に
対
し
て
、
用
語

の
定
義
と
解
釈
を
「
看
護
に
活
か
す
規
準
・
指
針
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
集
二
○
一
六
』
（
二
○
一
六
年
）
（
以
下
、
「
看
護
指
針
」
と
す
る
）

に
ま
と
め
、
広
く
知
識
の
普
及
を
図
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
看
護
」
の
定
義
で
あ
る
。
「
看
護
と
は
、
広
義
に
は
、
人
々
の
生
活
の
中
で
営
ま
れ
る
ケ
ア
、
す
な
わ
ち
家
庭
や
近
隣
に
お

け
る
乳
幼
児
、
傷
病
者
、
高
齢
者
や
虚
弱
者
等
へ
の
世
話
等
を
含
む
も
の
を
い
う
。
狭
義
に
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
定
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
則
り
、
免
許
交
付
を
受
け
た
看
護
職
に
よ
る
、
保
健
医
療
福
祉
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
行
わ
れ
る
実
践
を
い
う
」
（
「
看
護

義
が
あ
る
。
本
一

義
語
で
は
な
い
。 本
書
を
通
し
て
「
看
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
用
語
が
頻
回
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
「
看
護
」
と
「
看
護
サ
ー
ビ
ス
」
は
同
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護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
用
語
を
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
が
生
ま
れ
る
。
山
下
氏
が
「
看
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

い
る
、
そ
の
主
旨
と
定
義
は
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
降
、
各
章
毎
に
必
要
な
事
柄
に
は
補
足
説
明
を
加
え
な
が
ら
、
概
要
を
紹
介
す
る
。

第
１
章
「
資
格
職
と
し
て
の
看
護
婦
」
は
、
看
護
婦
の
資
格
制
度
の
変
遷
を
主
題
と
し
て
お
り
、
高
等
小
学
校
を
学
歴
要
件
と
す
る

看
護
婦
試
験
が
あ
っ
た
時
代
に
、
看
護
婦
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
「
見
習
い
」
と
称
し
て
仕
事
を
こ
な
し
て
い
た
実
態
が
描
か
れ
て

い
る
。
職
業
看
護
婦
の
育
成
は
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
方
式
と
呼
ば
れ
る
教
育
方
法
で
あ
り
、
系
統
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
実
習
に
よ
る

訓
練
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
山
下
氏
は
、
病
院
及
び
家
庭
と
い
っ
た
派
出
先
を
「
実
習
」
と
称
し
て
「
労
働
」
が
体
系
的
な
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
尚
、
見
習
い
看
護
婦
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
新
井
久
美
子

「
近
代
看
護
教
育
制
度
史
に
み
る
見
習
い
看
護
婦
ｌ
そ
の
発
生
と
存
在
に
つ
い
て
」
会
看
護
教
育
」
二
六
巻
四
号
、
一
九
八
五
年
四
月
、

二
三
三
’
二
四
三
頁
）
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
見
習
い
看
護
婦
と
い
う
言
葉
を
肯
定
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
背
紫
な
ど
も
分
析
さ
れ
て
い

二
三
三
’
二
四
三
頁
）
が
発
奉

第
１
章
の
時
代
背
景
を
概
観
す
る
と
、
日
清
戦
争
後
、
看
護
婦
と
い
う
職
業
の
存
在
が
、
社
会
的
に
認
識
さ
れ
は
じ
め
た
時
代
で
あ

る
。
一
八
九
七
（
明
治
三
○
）
年
四
月
一
日
に
は
、
「
伝
染
病
予
防
法
」
ヨ
レ
ラ
・
赤
痢
・
発
疹
チ
フ
ス
・
猩
紅
熱
・
痘
瘡
・
ジ
フ
テ

リ
ア
・
流
行
性
脳
脊
髄
炎
・
ペ
ス
ト
・
腸
チ
フ
ス
・
パ
ラ
チ
フ
ス
の
十
種
）
が
公
布
さ
れ
、
患
者
隔
離
の
必
要
性
か
ら
、
訓
練
さ
れ
た

看
護
婦
の
需
要
が
高
ま
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
需
要
を
背
景
に
、
全
国
で
初
め
て
看
護
婦
の
資
格
試
験
を
導
入
し
た
の
が
東
京

府
で
あ
り
、
一
九
○
○
（
明
治
三
三
）
年
七
月
一
○
日
に
「
東
京
府
看
護
婦
規
則
」
（
府
令
第
七
一
号
）
を
制
定
、
同
年
二
月
に
は
、

第
一
回
看
護
婦
試
験
を
実
施
（
警
視
庁
実
施
）
し
て
い
る
。
こ
の
規
則
制
定
の
前
年
度
に
は
、
東
京
府
内
だ
け
で
五
八
の
看
護
婦
会
が

存
在
し
、
会
員
も
九
○
八
名
に
達
し
て
い
た
が
、
実
際
の
試
験
受
験
者
は
五
七
名
、
合
格
者
は
二
一
名
で
あ
っ
た
。

る
。
参
考
に
し
て
頂
き
た
い
。
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第
３
章
は
「
派
出
看
護
婦
会
で
働
く
看
護
婦
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
派
出
看
護
婦
に
関
し
て
は
、
研
究
サ
ー
ク
ル
看
護
史
研
究
会

に
よ
る
「
派
出
看
護
婦
の
歴
史
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
三
年
）
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
、
「
フ
ン
看
護
婦
か
」
「
生
意
気
で

虚
栄
で
不
品
行
」
と
、
派
出
看
護
婦
ら
が
社
会
的
に
低
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
派
出
看
護
婦
が
社
会
的
評

価
を
上
げ
る
た
め
に
取
り
組
ん
だ
活
動
も
含
め
、
そ
の
歴
史
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
九
一
頁
に
は
、
派
出
看
護
婦
に
関
し
て
、

あ
っ
た
。

山
下
氏
は
、
第
２
章
の
第
五
項
目
で
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
救
護
看
護
婦
と
旧
陸
海
軍
看
護
婦
ら
の
活
動
に
対
し
て
、
国
か
ら
受
け

た
「
補
償
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
こ
の
「
補
償
」
に
関
し
て
は
新
聞
記
事
と
し
て
多
く
の
国
民
が
目
に
し
、
関
心
を
持
っ
た
事
柄

で
あ
る
。
山
下
氏
は
、
従
軍
し
た
看
護
婦
ら
の
思
い
を
含
め
、
従
軍
看
護
婦
や
陸
海
軍
看
護
婦
が
、
ど
の
よ
う
な
義
務
と
権
利
、
戦
地

で
看
護
に
あ
た
っ
た
の
か
を
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
「
補
償
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
管
見
の
限
り
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
意
義
あ

第
２
章
「
戦
地
に
派
遣
さ
れ
た
看
護
婦
」
で
は
、
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
・
第
一
次
世
界
大
戦
・
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
、
日

本
赤
十
字
社
で
養
成
さ
れ
た
看
護
婦
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
か
ら
の
急
激
な
看
護

婦
増
員
の
要
請
に
応
じ
て
、
甲
種
・
乙
種
・
臨
時
の
三
種
類
の
救
護
看
護
婦
が
養
成
で
き
る
よ
う
に
制
度
を
変
更
し
た
。
「
戦
争
」
と

い
う
有
事
は
、
看
護
婦
養
成
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。

従
軍
看
護
婦
は
、
女
性
が
「
赤
紙
」
で
唯
一
国
民
と
し
奉
仕
で
き
る
職
業
で
あ
り
、
叙
勲
と
靖
国
に
合
祀
さ
れ
る
資
格
を
持
つ
職
業

で
あ
っ
た
。
従
軍
看
護
婦
の
美
談
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
賑
わ
せ
、
「
白
衣
の
天
使
」
と
し
て
「
慈
悲
」
の
化
身
と
し
て
美
徳
化
さ

れ
、
多
く
の
女
性
が
憧
れ
た
。
し
か
し
戦
後
、
男
性
兵
士
ら
に
は
恩
給
制
度
が
適
用
さ
れ
る
中
、
病
院
船
や
戦
地
で
の
看
護
活
動
を

行
っ
た
従
軍
看
護
婦
ら
に
恩
給
制
度
は
認
め
ら
れ
ず
、
「
補
償
」
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
戦
後
三
○
年
以
上
の
年
月
を
経
て
の
こ
と
で

る
研
究
で
あ
る
と
考
え
る
。
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な
ぜ
、
求
め
ら
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
必
要
性
や
、
ど
の
よ
う
な
属
性
を
持
つ
派
出
看
護
婦
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
実
証
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
先
行
研
究
と
し
て
渡
部
喜
美
子
氏
が
「
大
正
看
護

史
」
の
連
載
を
雑
誌
「
看
護
教
育
」
に
一
二
回
連
載
し
て
お
り
（
医
学
書
院
、
一
九
八
二
年
一
月
～
一
二
月
）
、
そ
の
中
で
派
出
看
護

の
経
験
を
持
つ
看
護
婦
一
○
名
に
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
の
、
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
先
行
研
究
が
あ
る
中
で
、
山
下
氏
の
研
究
の
独
自
性
を
挙
げ
る
と
、
第
四
項
の
「
派
出
看
護
婦
を
脅
か
し
た
派
出
婦
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
派
出
看
護
婦
の
歴
史
」
に
よ
る
と
、
「
派
出
婦
会
」
は
看
護
婦
会
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
一
九
一
八
（
大
正
七
）

年
に
、
既
婚
婦
人
が
暇
な
時
間
を
使
っ
て
、
他
の
家
庭
の
裁
縫
や
洗
濯
を
手
伝
う
と
い
う
趣
旨
で
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
患
者
の

経
済
的
な
負
担
軽
減
を
目
的
に
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
○
）
年
に
は
内
務
省
が
「
準
看
護
婦
」
の
設
定
を
発
表
し
、
「
準
看
護
婦
」
は
、

三
ヵ
月
と
い
う
短
い
実
習
で
認
定
を
受
け
て
、
派
出
看
護
婦
よ
り
安
い
料
金
で
雇
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
、
本
書
で
は
紹
介
さ
れ
て

第
４
章
で
は
、
「
病
院
で
働
く
看
護
婦
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
一
八
四
八
年
に
制
定
さ
れ
た
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
で

は
、
看
護
の
二
大
看
護
業
務
と
し
て
、
「
療
養
上
の
世
話
」
と
「
診
療
の
補
助
」
が
定
め
ら
れ
た
。
山
下
氏
は
、
一
九
三
五
年
に
調
査
．

公
表
さ
れ
た
看
護
婦
の
勤
務
時
間
や
休
日
回
数
、
給
与
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
目
的
で
あ
る
、
看
護
婦
の
仕
事
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
待
遇
で
あ
っ
た
か
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
受
け
持
ち
患
者
数
と
患
者
の
重
症
度
な
ど
、
看
護
と
い
う

仕
事
の
評
価
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
考
え
な
く
て
は
、
そ
の
待
遇
が
業
務
内
容
に
対
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ
た
か

否
か
を
、
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
先
行
研
究
で
あ
る
米
山
氏
の
論
文
「
看
護
婦
の
社
会
的
地
位
」
で
は
、
「
養
成
所
を
卒
業
し
た
看
護
婦
ら
は
、
小
学
校
教

諭
よ
り
も
高
い
俸
給
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
看
護
婦
ら
の
勤
務
は
言
語
を
絶
す
る
激
務
で
あ
り
、
夜
中
か
ら
夜
半
ま
で
働
き
、
週
四

い
る
。
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時
間
の
休
憩
と
月
三
回
の
公
休
が
あ
る
の
み
と
い
う
状
態
で
、
実
質
的
に
は
高
給
と
は
い
え
な
か
っ
た
」
と
分
析
し
て
い
る
。
本
書
の

目
的
で
あ
る
、
看
護
婦
の
待
遇
は
ど
の
よ
う
な
基
準
軸
で
誰
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
の
か
、
を
考
え
る
場
合
、
他
職
種
と
賃
金
比
較
し

て
も
、
そ
の
仕
事
内
容
、
労
働
内
容
、
そ
し
て
専
門
職
と
し
て
の
責
任
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
看
謹
独
自
の
規
準
軸
は
ど
う
考
え
ら

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
、
そ
の
示
唆
が
歴
史
か
ら
導
か
れ
る
と
、
歴
史
を
学
ぶ
意
義
も
高
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
５
章
は
「
貧
困
な
患
者
の
た
め
に
働
く
看
護
婦
」
で
あ
り
、
一
九
二
○
（
大
正
一
○
）
年
当
時
の
医
療
保
護
事
業
を
取
り
上
げ
て

い
る
。
日
本
で
は
、
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
と
新
島
襄
が
「
巡
回
看
護
婦
」
を
取
り
入
れ
、
そ
の
後
、

一
九
二
（
明
治
四
四
）
年
に
明
治
天
皇
に
よ
る
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
救
済
の
意
向
を
受
け
て
済
生
会
が
設
立
さ
れ
た
（
二
五

頁
）
。
済
生
会
の
「
巡
回
看
護
婦
」
活
動
は
、
一
九
二
三
（
大
正
二
）
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
で
急
増
し
た
貧
困
家
庭
へ
の
医
療

需
要
に
応
じ
る
た
め
、
翌
年
一
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
活
動
で
あ
っ
た
。
山
下
氏
は
、
済
生
会
に
よ
る
看
護
婦
活
動
の
具
体
的
な
内
容

を
、
件
数
と
共
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
看
護
婦
に
は
、
貧
困
家
庭
に
提
供
す
る
看
護
の
知
識
や
技
術
、
指
導
を
行
う
能
力

も
備
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
で
も
あ
り
、
看
護
婦
の
教
育
内
容
を
評
価
す
る
貴
重
な
研
究
資
料
と
し
て
、
評
価
で
き
る
。

山
下
氏
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
「
社
会
看
護
婦
」
の
活
動
も
取
り
上
げ
、
日
本
の
公
衆
衛
生
活
動
分
野
に
看
護
婦
が
活
動
の
場
を
広

げ
て
い
っ
た
そ
の
過
程
が
、
調
べ
ら
れ
て
い
る
。
赤
十
字
社
連
盟
は
、
欧
米
諸
国
に
倣
っ
て
公
衆
衛
生
の
活
動
と
し
て
、
「
巡
回
看
護

婦
」
「
助
産
看
護
婦
」
「
結
核
患
者
看
護
婦
」
「
学
校
看
護
婦
」
「
工
場
看
護
婦
」
「
社
会
奉
仕
看
護
婦
」
な
ど
を
紹
介
し
、
日
本
赤
十
字

社
は
、
そ
の
中
で
「
社
会
看
護
婦
」
活
動
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

「
社
会
看
護
婦
」
の
使
命
は
「
医
師
の
良
き
介
補
者
」
で
あ
る
こ
と
と
、
地
区
民
に
対
し
て
は
良
き
保
護
仲
介
者
と
し
て
「
健
康
生

活
の
福
音
を
地
区
民
に
普
々
賦
与
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
家
庭
訪
問
で
は
、
乳
幼
児
や
結
核
に
関
連
し
た
知
識
の
供
与
と
看
護
サ
ー
ビ

ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
事
例
で
紹
介
し
て
い
る
。
山
下
氏
は
こ
の
活
動
を
、
「
一
九
一
○
年
以
降
の
貧
困
問
題
の
顕
在
化
、
さ
ら
に
は
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一
九
二
○
年
代
以
降
に
お
け
る
健
康
増
進
と
疾
病
予
防
を
内
容
と
す
る
公
衆
衛
生
の
勃
興
の
過
程
で
、
看
護
婦
の
社
会
で
の
役
割
の
広

が
り
と
い
う
文
脈
で
成
立
し
た
」
（
一
三
五
頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
社
会
看
護
婦
」
に
対
し
て
は
、
「
患
者
の
多
様
性
を
理

解
で
き
た
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
」
（
一
三
六
頁
）
と
意
味
づ
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
健
康
の
保
持
、
増
進
活
動
分
野
に
、
看
護
婦
が
活
動
を
広
げ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
に
厚
生
省

が
新
設
さ
れ
、
翌
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
に
は
、
「
国
民
体
力
法
」
「
国
民
優
生
法
」
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
国
民
に
体
力
増

進
に
向
け
た
政
策
が
進
め
ら
れ
た
時
代
、
巡
回
産
婆
に
よ
る
家
庭
訪
問
な
ど
、
保
健
婦
類
似
の
活
動
が
五
○
種
類
以
上
の
名
称
の
も
と

に
行
わ
れ
て
お
り
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
七
月
一
○
日
に
は
、
「
保
健
婦
規
則
」
（
厚
生
省
令
第
三
八
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
保

健
婦
の
業
務
内
容
は
、
疾
病
予
防
の
指
導
、
母
性
又
は
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
指
導
、
傷
病
者
の
療
養
補
導
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
必
要

な
る
保
健
衛
生
指
導
と
さ
れ
た
。
こ
の
五
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
活
動
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
保
健
師
活
動
な
ど
に
繋
が
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
山
下
氏
の
さ
ら
な
る
研
究
の
発
展
を
期
待
し
た
い
。

第
６
章
は
「
海
外
に
よ
り
近
か
っ
た
看
護
婦
」
と
題
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
看
護
教
育
に
強
い
影
響
を
受
け
た
保
良
せ
き
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
保
良
は
、
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
看
護
改
革
政
策
が
推
進
さ
れ
た
、
当
時
の
厚
生
省
医
務
局
看
護
課
の
初
代
課
長
で
あ

り
、
日
本
の
看
護
の
基
盤
を
作
り
上
げ
た
人
物
で
あ
る
。
保
良
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
中
心
と
な
っ
て
牽
引
し
て
い
た
、
看
護
学
と

職
業
人
と
し
て
の
看
護
学
の
あ
り
方
を
、
ど
ん
欲
に
、
積
極
的
に
学
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た
と
、
山
下
氏
は
評
価
し
て
い
る
（
一
五
○

頁
）
。
こ
れ
ま
で
の
保
良
に
対
す
る
個
人
史
で
は
、
看
護
課
長
と
し
て
の
業
績
を
中
心
に
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
山
下
氏
は
彼
女
の
看

護
師
と
し
て
の
歩
み
に
着
目
し
て
、
当
時
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
人
が
ど
の
よ
う
な
待
遇
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

次
に
本
書
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
看
護
婦
は
ど
の
よ
う
な
場
で
働
い
て
い
た
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
と
し
て
、
最
終
章
第
７
章

で
、
「
小
学
校
で
働
く
看
護
婦
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、
「
結
核
予
防
法
・
ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
法
」
が
公
布
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さ
れ
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
は
、
聖
路
加
病
院
が
「
学
校
看
護
婦
」
を
文
部
省
に
派
遣
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
山
下

氏
が
使
用
し
た
資
料
は
、
そ
の
一
九
二
五
年
の
「
学
校
看
護
婦
」
の
設
置
状
況
で
あ
り
、
「
学
校
」
「
町
村
及
び
町
村
組
合
」
「
省
並
び

に
直
轄
学
校
」
「
区
」
「
日
本
赤
十
字
」
な
ど
、
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
下
氏
は
「
学
校
看
護
婦
」
は
、
「
衛
生
知
識
を
伝

え
る
も
の
」
と
し
て
そ
の
役
割
を
自
覚
し
て
い
た
と
し
、
小
学
生
が
置
か
れ
て
い
る
生
活
状
況
を
分
析
す
る
な
ど
、
「
小
学
生
の
健
康

状
態
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
た
存
在
で
あ
っ
た
」
（
一
八
○
頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。
尚
、
学
校
看
護
婦
に
関
す
る
研
究
で
は
、
近
藤

真
庸
「
養
護
教
諭
と
は
何
か
を
求
め
て
養
護
教
諭
成
立
史
の
研
究
」
（
大
修
館
書
店
、
二
○
○
三
年
）
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
学
校

看
護
婦
に
関
心
の
あ
る
読
者
は
、
両
書
を
読
む
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

山
下
氏
は
本
書
の
副
題
に
、
「
寄
り
添
う
専
門
職
の
誕
生
」
と
付
け
て
い
る
。
本
省
の
第
五
章
と
第
七
章
で
取
り
上
げ
た
、
「
社
会
看

護
婦
」
や
「
学
校
看
護
婦
」
な
ど
、
貧
困
や
小
学
生
に
寄
り
添
っ
て
活
動
し
た
そ
の
姿
か
ら
考
え
ら
れ
た
副
題
で
あ
ろ
う
。
山
下
氏

は
、
先
行
研
究
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
看
護
師
の
社
会
的
地
位
の
変
遷
の
歴
史
を
よ
り
深
く
考
察
す
る
た
め
に
、
歴
史
を
分
析
し
う

る
材
料
を
集
め
て
判
断
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
本
書
を
執
筆
し
た
と
書
い
て
い
る
。
看
護
師
の
仕
事
を
理
解
す
る
導
入
書
と

し
て
、
多
く
の
方
に
本
書
を
手
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
、
看
護
師
で
も
あ
る
評
者
も
希
望
し
て
い
る
。

（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
七
年
、
Ａ
５
版
、
一
九
一
頁
、
本
体
三
五
○
○
円
）
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